
平成31年度事業計画書

社会福祉法人

長崎市社会福祉事業団
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長崎市社会福祉事業団は、長崎市から指定管理者として指定を受け、市民福祉の向

上と増進に寄与することを目的に、長崎市障害福祉センター及び母子生活支援施設

「白菊寮」の施設運営を行っています。

長崎市障害福祉センターでは、相談、診療、りハピリテーション、療育訓練の専門

機能が有機的に連携し、障害児・者支援を行います。

【成人部門の主な取り組み】

障害者相互の交流や健康づくりの場として、文化祭を始めとする行事や各種

講座を実施し障害者の生きがい作りの支援に努めるほか、障害者が自立した社

会生活を営むことができるように支援します。

【小児部門の主な取り組み】

診療所及び療育部門において、発達に遅れのある児、あるいは疑われる児に

対し適切な診断と療育に努めるほか、保護者支援の一環であるぺアレントトレ

ーニングによる家族支援に努めます。

通園部門の児童発達支援センター「さくらんぽ園」では、園児・保護者の二

ーズに対応す.るなど、より一層充実したサーピスの提供に努めます。

また、保育所、幼稚園等や、他の児童発達支援事業所等の職員等に対する療

育技術支援を、診療所、児童発達支援センター、相談支援部門の職員が連携し

平成 3 1年度基本方針

て行います。

【相談支援の取り組み】

するとともに、地域のネットワーク化を推進します。

また、障害者の就労に関する支援を引き続き行います。

相談支援事業所としての役割を認識し、療育{こ関する各種セミナー等を開催

母子生活支援施設「白菊寮」では、入所世帯のこれまでの生活●累1剣犬況等を踏ま

えて、入所児童の健全育成と母子の早期自立値向けて、きめ細かな支援に努めます。

また、退所した世帯についても、退所後の生活上.の悩み等の相談に応じるなどの支

援を行います。

これからも引き続き、当事業団が持つ人的資源とノウハウ、そして施設機能を活か

して、利用者の二ーズに応じた質の高いサーピスを提供してぃくとともに、効率的・

効果的な経営を実施することで経営基盤の強化を図り、事業を確実かつ安定的に行っ
てまいります。

また、指定管理者とし.ての指定期間が平成31年度で終了することから、次期の更

新に向けて長崎市と密に協議をしてまいります。
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1 法人全般の運営

(1)社会福祉法人制度改革の趣旨に則り、適正な法人運営体制を確保するととも
俊、総合的な企画.調整機能を発揮し、事業団経営に関する総括的な管理を行
います。

(2)予算,決算、事業計画・事業報告等に係る通常理事会・定時評議員会の開催
のほか、臨時理事会・評議員会を開催します。

(3)予算.決算の調整及び適切な執行管理を行うなど、効率的で透明性のある経
営管理に努めます。また、定款、諸規定の整備を行い、円滑な事業の1隹進に努
めます。

(4)多様化する福祉二ーズに的確かっ迅速に対応できるよう、長崎市及び関係機
関と連携し、層の厚い支援体制の構築に努めます。

(5)利用者が求めている福祉サーピスは、より多様・高度化しています0
利用者の多様な二ーズに確実{こ応えるため、研修の充実を図り、職員の資質向

上に努めます。

(6)アンケートや意見箱に寄せられた意見を通じ_て、利用者の二ーズを的確に把
握し、施設運営や活動に反映させます。
また、苦情解決制度や第三者委員の周知に努め、利用者の意見に対する対応を

適切に行うよう{こします。

(フ)施設や設備、備品管理を適正に行うとともに、修理や買替え等にっいて,も、
長崎市と協議のうえ適切に進めていきます。

(8)利用者の安全を徹底するため、防災設備等の点検・整備を定期的に行うとと
もに、総合避墓儒朧東を夏・冬の2回実施します。

四)顧問税理士との定期的な協議により、適切な会計処理に努めます0

(1のホームページや広報誌を通して施設の周知に努めます。

(U)職員が安心して働けるよう、福利厚生や却寛整備に努めます0

事務局
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2 職員体制(平成31年度の職員配鐙予定)

課名

注1)表内の人数は長崎市が認めている定数を記載しており、実際の配過人員ではない。

総務課

業務内容

・法人業務に関すること

・センター・白菊寮の総務に関すること

・建物の維持管理に関すること

白痢乗 ・母子生活支援施設に関すること

支援課

・相談支援業務に開すること

・身体障害者福祉センター業務の
主に講座・貸館忙関すること

・j{以或活動支援センタ・亊業に関すること

・膚立訓§興機能訓ホ勅亊業に関すること
・貸館業務に関すること

・手話通訳に関すること
・送迎に関すること

職種等の状況

・理事長

・センター長(医師)

・瑞務局長

・琴靜知鏡員

'医療出務職員

さくらんぽ國

※正規の珊務職員1名は前年7月から休職中

・寮長

・母子支援貝

・少年指導貝

・調理員等

・児童発達支援センターに関すること

職員数(配鐙聲幻

正規江饒モ 1 再任用:;隙動

り八療育課

・ソーシヤルワーカー

・相談員

・降害者就労支援相談員

・聴覚言語相談員

・手話通訳士

・視覚障害者北りテ・シD指導員
・1壕害者支援員
・事務職日

契1

1

※1

4:※1

11

※再任用は全て市OB

25

・りハピリに関すること

・発達障害者支援に開すること

・自立訓練(機能訓ヨ勅事業に開すること
・身体障害者福祉センター業務の主に

訓練1こ関すること

※1

'..'..'.

正規の手話逓訳士2名のうち1名が定年退職するも、補充決定がなされておらず欠員。

46

診療所

・園長

一←栄獲士

〒卸里員

・運転士

・保育士恰児對翻員)

※1

・診療所に関すること

※羽理員は隔臼勤務のため、実質は1名。

牙理挙療法士の代役としてスボーツ指泌口を笏めてぃた正規職奨(小勝膿)が迅暇する
も、;11}充決定がなされておらり"欠n,

樂正規職呉の定年鍛職に伴い、再任用として配跡予定してぃるが、定呉投鋳1出天定。
※非常勃の蹄床心理士は、産休・打休による彬刈を÷馳成するために、一時的に配越を承
認してもらっているもので、定数に禽まない.

・理学療法士

・作業療法士
・画:吾Ⅱ恵覚士
・朧床心、理士

,障害者スポーツ指導員

1
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※派逃及び非推勤嚇託匠の従那状況は以下のとおりであるため、カウントしない.

(小児聿1:週2日が2名・週1日が'1名)(備神科:月1日が1名)
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1 運営方針

利用者個人の尊厳と意向を尊重した福祉サービスを総合的に提供することで、利

用者一人ひとりが、その有する能力に応じて窟立した日常生活を送ることができる
ように支援します。

2 事業概要

当センターの施設.設備等を利用し、司淋東、スボーツ・レクリエーシヨン、創作

活動、社会適応訓練の指導を行います。このほか根談支援やボランティア活動の推
進、手話通訳士の派遣を行います。

3 現状

貸館及び訓練等のサービス利用者数は毎年延べ10万人を超えています。

＼

4 実施計画(目標)

(1)施設・設備等の提供
障害者や障害者団体等に対し、スボーツ・レクリエーシヨン、文化的活動

研彦等の活動の場を提供します。また一般利用者に対しても有料による貸室の
提供を行います。

(2)訓練、スポーツ・レクリエーシヨン、倉H乍活動、社会適応訓練の指導
.訓練{こっいては、健康体操等を障害者スボーツ指導員及び理学療法士の指
導のもと実施し、利用者の身体機能の維持・向上に努めます。

、スボーツ,レクリエーションについては、年間を通して曜日と時間を設定
した様々なプログラムを用意し、利用者が盲由に選択し参加できるように
します。また、「長崎県障害者スポーツ大会」及び茨城県で開催される「第
19回全国障害者スポーツ大会(い凱隨茨城如大会)」の周知と参加を促します。

.社会力珂応訓練にっいては、言語聴覚士による失語症のグループ訓練を行い
ます。

(3)相談対応
ソーシャルワーカーと相談員が、センターの利用相談や、必要な生活;医療、

訓練等に関する助言や指導をします。

(4)講座の開催
センター利用のイ足進と仲間づくりの場を提供するため、スポーツ系、趣昧・文

化系、健康づくり等の各種講座を継続して実施Uます。

また、障害福榔極設職員向けの各種セミナーも開催します。

身体障害者福祉センターA型

イ,
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(5)年間行事

利用者の成果発表・交流の場として、毎年11月に実施しております文化祭を

始めとして、水泳記ε泉会、ポッチャ大会、わのわりング大会、レクリエーション

六会、ふうせんバレーボール大会、フライングディスク記録会を開催します。

(6)手話通訳士の設置

手話通訳士を設置し、来館者に対応するととも{こ、派遣依頼により、病院、学

校、事業者などへ手話通訳士が同行(同席)します。

(フ)ボランティアの育成

センター事業に協力していただくサポーター登録者の拡大と、能力を活かして

もらうための研修会を開催します。

5 人員配置

障害者スボーツ指導員、理学療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、相談員、障害

者支援員、聴覚言語相談員、視覚障害りバビリテーション指導員、手話通訳士、事務職

員等
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1 運営方針

在宅の障害者に対し、社会との交流促進、、生活の改善、身俐幾能の維持向上等を
図るために必要な支援を行い、生きがいを高めてもらうようにします0

2 事業概要

倉H乍的活動、機能訓練(陶主)、社会ゑ窒応引峅東、入浴、スボーツ・レクリエーシヨンの
中から個人の特性に合わせたサービスを提供します。

地域活動支援センターⅡ型事業

3 現状

創作的活動の中では、手工芸に参加する利用者が最も多くなっています0
社会適応訓練の一環としてのパソコン教室は、習^烈度に差があるため、複数の講

師が個別に指導する方法で実施しています。

4 実施計画(目標)

(1)創作的活動
身体ヂ淺能の維持、向上を図るため、「手工芸」は自主活動を基本に実施し、耶甸

芸」(月4回)は外部講師の指導で実施します0
(2)誠練

障害者スボーツ指導員、理学療法士等の指導のもと、集団による体操などの
日常生活に必要な基本訓練と応用動イ儁瓣東を行うことで、身体機能の維持向上
につなげます。

(3)社ξ釜適応訓練
「パソコン教室」を、外部講師の指導のもと週2回開催します0

(4)スポーツ・レクリエーシヨン
障害者スボーツ指導員、理学療法士の指導のもと、身体障害者福祉センター

A型と合同で実施します。

5 人員配茜

障害者スボーツ指導員、理学療法士等

6



4 実施計画(目標)

(1)外来による療育指導
①療育指導

臨床心理士による療育のほか、各セラピスト化よる相談対応やカウンセリ

ングを通して障害児や保護者への支援を行います。

②おやこ広場

概ね2歳までの障害児や、発達遅滞のりスクを持った児及び子どもの発達

に不安を抱える保護者を対象に、理学療法士や保育士等の指導のもと、親子

遊びを通して発達の支援や交流会、学習会を定期的侮月1回、年8回程團に実
施します。

③就学児相談会の開催

当センターで療育経験がある小学校新入学児に対し、就学後のフォローの

一環としてアンケートをとり、アンケードの結果を踏まえて「保誕者相談会」
を開催します。

1 運営方針

在宅障害児・者のライフステージに応じた地域での生活を支援します。また、地

域の有する機能を活用し、療育・相談体制の充実を図るとともに、在宅の障害児・

者及びその家族の福祉の向上のための支援をします。

2 事業概要

在宅の障害児・者及び保護者や開係機関に対し、相談・助言等を行うなどの支援

をします。また、障害児療育に関わる地域の施設や施設職員等に対し、療育に開す

る技術の指導や啓発・キ眺郷舌動を行います。

障害児等療育支援事業

3 現状

(1)セラピストの担当児が年々増え、保育所や学校等への訪問の日程を取ること

が難しくなつてきています。それに伴い、保育所や学校等の職員に当センター

に来所してもらい、療育状況の見学、担当児の療育につぃての相談や指導を行

うようにしています。

(2)「おやこ広場」は、日頃の悩みなどの不安軽減・解消の場や、同じ悩みを抱え

るおやこの交流の場としての役割を果たしています。開催時間を午前中{こ変更

したり、夏祭りやクリスマス会などの季節のイペントを取り入れる等工夫をし

たことで保護者の関心も高まり、参加者も年々増加してぃます。

(3)隙尤学児相談会」は、就学後の様子についてのアンケートは多くの回答があ

るものの、就学後も薬の処方等で診療所にかかわっている児も多いこともあり、

個別療育等のフォローがない児童の親を対象とした保護者相談会への参加は少

なくなってきています。

、
,
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(2)、訪問による療育指導
在宅障害児.者の家庭や、保育所・幼稚園、学校等を訪問し、療月'1民導等を

行います。

(3)施設職員等に対する療育技術指導
①療育支援セミナーの開催

障害児.者の療育に関わる施設(保育園・幼稚園、学校、医療機関等)の職
員を対象に、療育技術の習得や知識を学んでもらうためのセミナーを年1回開
催します。

②施設職員に対する指導
障害児療育をしている施設職員や保育所・幼稚園の職員{こ対し、療月現jあの

見学や意見交換、医師、各セラピスト等による助言及び技術}日導を行います0
③施設訪問による講義等

障害児.者療育に関わる施設を、医師、各セラピスト、相談員等が訪問し、
医療、療育、福祉についての講義等を行います。

ノ

5 人員配置

《療育指導を担当する職員》

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、保月士
《相談支援を担当する職員》

ソーシャルワーカー、キ跳炎員
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1 運営方針

在宅の障害児・者又はその家族からの様々な相談に対し、必要な情報の提供と各

専門機関への紹介や連絡調整、在宅福祉サーピスの利用援助等を行います。

このほかにも、サーピス等利用計画の作成、機能訓練利用に関する支援や発達障

害児等への相談支援などを行います。

2 事業概要

福祉サ'ピスの利用援助、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高める

ための支援、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機開の紹介、

サーピス等利用計画作成・支援、地域自立支援協議会への運営協力等を行ってぃま

す。

相談支援事業

3 現状

相談支援事業は、在宅の障害児・者やその家族の方からの相談の総合窓口として

の役割を担っていますが、関係機関との連絡調整も多く、相談内容も療育事業から

機能訓練事業まで多岐1こ渡っています。

専門的な相談のほか、委託事業所として自立支援協議会への運営協力や指定事業

所として計画相談を行っています。

4 実施計画(目標)

(1)サーピス等利用計画の作成
サーピス等利用計画の作成においては、利用者に対するアセスメントに基づ

き、解決すぺき課題等の対処策として最も適切な福祉サーピス等を取り入れて

作成するようにします。

(2)当事者及び関係者向け学習会
当事者及び家族等を対象に、生活知識や在宅福祉サーピス等の知識を深めて

もらうための学習会を他の事業と協力しながら開催します。

(3)ピアカウンセリング
当事者同士で脳みなどを共有する場の提供をします。

(4)聴覚障害者に対する生活支援
コミユニケーションをとる機会が少なくひきこもりがちな在宅の聴覚障害者

に対する生活支援策として、生涯学習、文化活動、スボーツ・レクレーション等

を内容とした「聴覚障害者生活支援事業」を月1回実施します。

(5)盲ろ、う者に対する生活支援
盲ろう耆に対し、日常生活に必要な支援偵字、身辺・家亊管理割を行うこと

により、日常生活能力の向上が得られるよう1こします。また、月1回「視聴覚

重複障害者生活支援事業1を実施し、引きこもりがちな盲ろう者が仲問と楽し

く交流できるような場を作るよう1こします。
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(6)難聴者・中途頬恵者向け手話講座
莫ぜ聴者や中途失聴者向けの手話講座を継続仕0回二ース及び月1回のフォロ→し

て実施します。

(フ)視覚障害者に対する支援
白杖歩行訓練や点字訓練、日常生活を送る上で必要な工夫を身値っける訓練、

生活支援に開する相談・指導を随時行います。また余暇活動の提案や、定期的
に視覚障害者同士が交流し、思いを語り合える場を作るようにします。

5 人員配置

僻目談支援専門員等》

ソーシャルワーカー、相談員、手話通訳士、聴覚言語相談員、視覚障りハWテーシヨシ

指導員

《関係職員》

医師、看護師、理学療法士、作業療法士等

',
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1 運営方針

身体障害者が自立した日常生活や社会生活を営むととができるよう、当該障害者
の身体その他の状況などのその置かれた環境に応じて身体機能、生活能力の維持.
向上を図るための訓練等を行います。

2 事業概要

理学療法士等のセラピストが、機能訓練、日常生活訓練等を送迎により実施しま

す。また、必要に応じて家庭を訪問しての訓練を行います。

看護師による健康管理や健康相談、ソーシャルワーカーや相談員による各種相談

や関係機関との連絡調整、障害者スボーツ指導員によるスポーツ・レクリエーショ

ン、視覚障害りハピリテーション指導員による歩行訓練などの各種サーピスを提供

します。

自立訓練(1幾能訓練)事業

3 現状

(1)セラピスト等による個別訓練に加え、スポーツ・レクリエーションや自主訓練、

手工芸やパソコン、看護師や相談員による健康相談や生活相談などの相談状況な

どを考慮し作成した個別支援計画をもとに支援しています。

(2)有期限(標準利用期間1年半)のサーピスでもあることから、利用登録者は年々
減少Υ頃向にあります。

しかし、介護保険事業所や他事業所では受け入れ困難な重複・重度の障害者を

積極的に受け入れる等、当センターの強みである多職種連携により、多面的かっ

専門的な支援を行い、新規利用者の開拓を行ってぃきます。

4 実施計画(目標)

利用者の多岐にわたる二ーズに応えられるよう、通所にこだわらず、必要に応じ

てバス訓練や屋外歩行、訪問指導など、自立に向けた支援を行います。

また、訓練の回数を増やす必要がある方については、週に1回の送迎サーピスに

加えて、追加の送迎を実施するなど、利用者の二ーズに応じた送迎サーピスを実施
します。

5 人員配置

医師、理学療法士、看護師、ソーシャルワーカー、相談員、障害者スホ・ツ指導員、

視覚障害りハビリテーション指導員、運転士
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1 運営方針

障害者の就労支援を行うことにより、障害者の自立と社会参加の促進を図り_ます0
このため、身体障害者、知的障害者、精神障害者並びに発達障害者で就労を希望

する方に対して、就労のための相談支援、就労準備のための支援並びに雇用に関す
る情報提イ共を行うなど、就労につなげるための支援をします。

障害者就労支援相談所運営事業

2 事業概要

(1)就労相談
発達障害者を含む障害者の就労に関する相談{こ対応しています0

(2)情報の収集及び提供
求火情報の提供、職場実習盾報の提供をしています。
(3)就労支援、

面接方法や生活全般の助言、定着指導、就労先での定着状況を把握するなど
のフォローをしています。

(4)関係機関との連携点{
ハローワークへの紹介アシスト、求人'求職情報の共有による連携、障害者

1哉業センター、障害者京尤業'生活支援センター、就労支援施設との連携を図る
ようにしています'

3 現状

(1)障害者を対象とする求人には、応募条件に八ードルが高いものが多いため、
一般求人からの検索が多くなっています。

(2)就労希望者の中には、意思、意欲、能力に課題が残る利用者も多く見られる
ため、ハローワーク、障害者職業センター等との連携のもと対応しています0

(3)就労支援施設の利用が適当とされる利用者に対しては、当該施設のリ[フ
レッ'トを活用し助言・紹介を行っています。

(4)「履歴害の書き方」等をはじめとする基本的な就労支援を、ハローワークと
連携して行っています。

'J

4 実施計画(目標)

a)就労支援施設の情報を広く収集し活用するようにレます0
(2)求人職種、給与・待遇面などの清報を収集し、利用者に提供します。
(3)福祉就労から一般就労へ移行するための支援を行います。
(4)「履歴沓の書き方」、「面接方法」の指導など、障害者自身のスキルアツプを図

ります。

(5)就労にっなげることができた障害者の職場における就労状況を定期的に把握
し、1脚昜での脳み等の相談に応じることで就労が定着できるよう支援をします0

5 人員配置

障害者就労支援相談員
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1 運営方針

障害のある就学前児童を対象に、イ建舮、な身体づくりや基本的生活習慣の確立、運

動や認知、コミユニケーション能力の向上等、全体的な発達につぃて支援します'

集団療育にあたっては、遊びゃ活動を通して、障害の種類や程度、年齢などを考

慮し発達支援を行うようにします。また園と家庭で一貫した関わりとなるように家

族との連携を密に行います。このほか関係機関と連携のうえ、発達支援の質の確保

と発達支援システムの充実に努めます。

児童発達支援センターさくらんぼ園(単独通園部門)

2 事業概要

心身の発達に遅れのある児童を保護者のもとから通園させ、心身の健やかな発達

と集団生活1こ適応できる基礎作りのための発達支援を行っています。

3 現状

(1)障害の程度が軽度な児童、日常生活全般に介助が必要な肢体不自由児、常に

見守りが必要な発達障害児等、それぞれの特性に応じた支援を行ってぃます。

(2)一人の児力井蔓数の事業所での支援を受けることが多くなっていますので、保

育園・幼稚園、他の医療機関、通所支援事業所等との連携を支援内容に位過付

けています。

(3)今後も一定の割合で並行通園の児童が在籍することが予想されます。

並行通園の児童は、利用回数が減り利用実績に影饗がでてくるため、そのこと

を見込んだ在籍数の確保とクラス編成を・実施・してぃま・す。・

(4)並行通園を開始する場合には、保護者の不安が強くなるため、保護者対応を

含めた支援が重要になっています。また就園先にこれまでの支援内容を伝え、

相互に訪問を実施し、途切れのない支・援になるよう{こ努めてぃます。

(5)保護者の相談が、育児や発達に関する項目から、家庭環境や経済的な負担な

ど多岐に渡るため、他職種他機開との連携を密に行ってぃます。

(6)障害の重度化・多様化、児童の家庭環境の複雑化などに適切に対応できるよ

う計画的に研修を実施し、発達支援の質を高めるようにしてぃます。

(フ)相談支援専門員が開催するサーピス担当者会議への出席や計画相談に関して

のアセスメントやモニタリングなど、障害児相談支援事業所との連携が増えた

ため、その時間を確保するため業務の調整が必要となっています。

4 実施計画(目標)

(1)年間行事

①交流保育(長崎市内の保育所・幼稚園等)を年10回ネ呈度実施し、速足、

夏祭り、運動会、クリスマス会、豆まき、誕生会などの行事を実施します。

②避難訓練を毎月1回実施します。

③歯科健診を年1回、内科健診を年2回実施します。
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(2)家族に対する支援
①アセスメントやモニタリング、個別支援計画の説明、家庭訪問などの個人

面談を年3回実施します。(個人面談は必要の都度、実施します。)
②プール療育を含む親子療育を週1回実施します。

③家族教室(専門職による保護者対象の勉強会や就学相談、先輩保護者の体
験談、調理実習、クラス懇談会等)を年10回実施します。

(3)専門スタツフとの連携
①医師との連携

児童に緊急事態が発生した場合{こは、当センターの医師・看護師のチ日示の
もと速やかに対応します。

②セラピストとの連携

担当セラピストと情ま畏交換、し、連携し、て支援内容の充実を図ります0

(4) 1御或との連携
①就園就学先と相亙{こ訪問,見学を実施し、情報交換を行うなどの避隻を図

ります。

また学校公開や就学相談について情幸尉是供及び学校との連絡調整を行い、

保護者と就学先とをっなぐための手助けをします。就学先には保護者の理負牛
のもと、これまでの支援内容を記載した文書を提示します。

②実習生、見学者、体験学習者、ボランティア等を積極的{こ受け入れること
で、1也域との交流の促進を図ります。

(5)研修・学習会への参加
①施設夕杯升修

職員の資質向上を図るため、各種研修会{こ参加させ、研修後は全職員で研
修内容を共有します。

②施設内研修

発達支援スキル向上のため、外音畴苗師による研修やセラピストによるる捌彦
を実施しますb また年1回以上、虐待研修を実施します。

③療育支援会議・担当セヲピストとの合伺勉強会
療育支援会議や、担当セラピストとの合同勉強会で、児童の発達状況、訓

練内容の詳細を把握し、支援内容の充実のために活用します。

.'

5 人員配置

担当職員

園長、児童発鮫援管理責任者、保育士、児童指導員、栄養士、調理員、運転士
、

関係職員

医師、看護師、ソーシャルワーカー、ネ所炎員、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、廠床心理士
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1 運営方針

障害のある就学前児童を対象に、墓本的動作の習得と集団生活での適応訓練を

行います。

集団療育にあたっては、遊びゃ活動を通して、障害の種類、程度、年齢などを考

慮し発達支援を行うようにします。

児童発達支援センターさくらんぽ園俳見子通園部門)

2 事業概要

心身の発達が気になる児童に対し、親子同伴での小集団による療育活動(障害種
別に応じたグループ編成)を通じて、日常生活における基本的な動作の習得や集団
生活への適応訓練を行っています。

3 現状

(1)児童がより適切な発達支援を受けることができるように、障害の種類や程

度、年齢に応じた細かなグループ分けで療育を行っています。

年長児グループでは、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等の専門職と

保育士が関われるよう職員を配置し、活動目的やプログラムの充実を図り、

保護者支援として懇談会やミニ講座を行い就学に向けての支援を充実させるよ

うにしています。

(2)医療的ケアを必要とする児童や肢体不自由児は、定期的な利用が困難なこと

が多く出席回数も少なくなりますが、重度の児童の社会資源のーつとして、子

月 1_乃〕_、 i'"冗、ーーー、ー。

(3)個別支援計画やモニタリングでの保護者面談では、保護者の意向を確認し、

現在の状態や支援目標、支援内容を説明していますが、子育てに対する不安や

悩み、家庭環境や経済的な問題等、相談が多岐{こ渡るため相談担当者や関係機
関との連携が必要となっています。

(4)就園児童は、並行通園先の保育内容や行事{こより欠席することがあるため、

保護者に療育の目的や意味について丁寧に説明し理解を得るようにしてぃま

す。また並行通園先での悩みや心配事についても細やかな対応を行ってぃます。

==、ーー、_ー__.'士_____

4 実施計画(目標)

住)未就園児グループでは、 ADL (日常生活動作,活動)を身につけ、対人能

力を高めるための療育を中心に行います。

(2)早期療育グループでは、発達の特性を考慮し、親子関係や対人交流に焦点を

あてた療育を行います。療育に当たづては、保育士と作業療法士等が担当し、

具体的な目標を保護者と共有しながら行うようにします。

(3)就園児童や就園を予定する療育グループでは、運動や認知、ことば・コミ

ユニケーション、社会性などの育ちを目的とした療育を行います。
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(4)保護者を対象にした勉強会を実施し、療育や育児、就学に関する1'岡報を,疋
供するなどの支援に努めます。また、活動後1こ毎回アンケート,(きりんノート)
を実施することで家庭や園での様子の把握に努めます。

(5)並行通園先の保育園,幼稚園と支援内容や支援方法等にっいて情報交換を
したうえで、訪問'見学を相互に実施するなど密に連携を図るようにします0

(6)障害児相談支援事業所のモニタリング紀協力し、サービス担当者本破に参
加することで、他の発達支援事業所と療育目標や支援内容が一貫したものに
なるように努めます。

(フ)運動会、クリスマス会、豆まきなどの年間行事を実施します0
(8)毎月1回述護鯏絲東を行います。

人員配置

《担当職員》

園長、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員

《関係職員》

医師、看護師、ソーシャルワーカー、相談員、作業療法士、言語聴見士、
臨床,ひ理士、理学療法士

5
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1 運営方針

発達に問題のある小児や障害児・者を診断し、診断の結果を踏まえて治療

(薬物治療含む)、療育並びにりハピリテーションを行います。また、地域社会での

生活の向上を目指して、センター内外の各部門(特に児童発達支援センター「さく

らんぽ園」等)及び開係諸機関(学校、保育園・幼稚園等)との連絡・調整を行う

など発達支援のためのネットワークの強化を図ります。また、発達症児への特性、

薬物治療に対し、ご理解や処方のご協力をいただくために地域の医療機関仂め町

つけ医)との連携を行っていきます。

二多

2 事業概要

心身に障害を持つ児・者若しくはその疑いのある児・者に対し、診療と治療(薬

物治療を含む。)、発達評価若しくは障害評価を専門的に行います。また、個別計画

に基づき、医師またはセラピストによる療育とりハピリテーションを実施します。

療所

3 現状

①受診数が年々増加しています。

② ADHD (注意欠陥・多動性障害)への薬物治療の他に、行動障害に対して
の薬物治療対象児が増え、定期的処方のための診察が激増しています。

③対象児の保誕者支援、学校、保育園・幼稚園への支援が必要なケースが増
え、電話相談、学校訪問等に充てる時間が増えてぃます。

④精神通院診断書、特別児童扶養手当診断書などの各種診断書〒意見書〒・対

象児の特性、支援内容を関係者1こ伝えるための連絡状等の作成が増加してぃ
ます。

また、障害年金に係る診断書の作成が小児科医でも可能となったため、当

センターでの療育歴がある方からの診断譜の作成依頼が徐々に増えてぃます。

⑤長崎市乳幼児発達健診からの紹介だけでなく、保育園・幼稚園、学校から

の紹介、保護者からの直接相談が増えており、長崎市における発達障害に対

する診療・療育の専門センターとしての認知が広がってぃます。発達障害の

診断・療育の中核的医療機関として、他の施設、病院への指導・支援をする

必要が生じており、その依頼も増えています。

(2)療育・りノ＼ビリテーション
セラピストの業務が個別訓練のほか、巡回相談、療育支援による園訪問、さ

くらんぽ園のグループ訓練への参加等、多岐にわたっており、各セラピストに

より高い専門性が求められています。

(3)巡回相談
2名体制で巡回するため、1回の訪問で対応できる児の数が増えました。

(4)学齢期の発達障害児への療育
グループ{こよる療育希望者は減少傾向{こありますが、評価や個別療育を希望

する児が増えており、療育以外に評価結果及び支援雪交付の希望が増えてぃま
す。
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(5)発達障害児1こ対する子育て支援を含む家族支援(ペアレント・トレーニング)
平成30年度は参加者の欠席も多少ありましたが、欠席した場合も次の回ま

で{こ個別で補講を行うことができました、参加者がより良く内容を理角牛し身に
つけてぃくために、今1麦も継続して行うようにします。

4 実施計画(目標)

(1)療育・りハピリテーシヨン
①訓練の目的や訓練内容を保護者に分りやすく伝え、保護者と合意のもとで

進めることを徹底します。

②る升イ虜会等tこ積極的に参加し、最新の二剰而及び訓練方法の技術を習得するよ
うに心1卦け、各セラピストのスキルアップを図ります。

(2)巡回相談
長崎市内の幼稚園.保育園の全園を対象に、複数の職種がユ名体制で巡回し、

各種の相談に対応いたします。

(3)学齢期の発達障害児への支援
グループでの訓練に加え、発達評価や訓練目的を定め}矧共するなどの個別支

援に努めます。

(4)発達障害児に対する子育て支援を含む家族支援(ペアレント・トレーニング)
年間2グループ住グループ4名~6名)で実施します。

また、集団{こよる支援が難しい保護者については、別途個別で対応します0

(5)医師向けの研修会陀域で育っ発達症を診よう会)、医師、療育関係者の学習会
脹崎発達障害を学ぶ会)を随時、開催します。

5 人員配置

《診察》

小児科:常勤医師2名、非常勤医師3名(過2回2名、週1回1名)
整形外科:常勤医師1名

精神科:非常勤医師1名(月1回)

看護師:4名

《療育、りハピリテーション、巡回相談、ペアレント・トレーニング》
理学療法士、イ乍業療法士、言語聴覚士、臨床心理土等

18
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1 運営方針

施設の運営に当たっては、長崎市立白菊寮の運営理念及び蟇本方針に則り、入寮

者の基本的人権を尊重しつつ、精神的・経済的に不安定な母子家庭を安心安全な環

境のもとで保護するとともに、個々の母子の家庭生活や稼働状況に応じ、就労、家

庭生活並びに児童の養育等、母子家庭が直面するあらゆる問題につぃてその解決の

場を作り、自立して社会生活に適応できるよう支援します。

母子生活支援施設(白菊寮)

2 事業概要

(1)施設の概要
①構造

②部屋数等

・母子室:14室(便所付)

(6室:6畳・ 3畳板張・押入、 8 室:6畳・ 4.5畳・ 3畳板張・押入)

・共同スペース:調理室、洗濯室、浴室3力炉斤

・その他:集会室、相談室、事務室

(2)対象者
配偶者のいない女子又はこれ{こ準ずる事情にある女子及びその者の監護すべ

き'占毛旦旦。

(3)支援の内容
①安心して住める住居の提供

②家庭生活基盤形成の支援

・安定した生活に必要な日常生活支援

・家計及び健康管理の支援

・生活相談及び心理的課題への対応

・子育て等の相談・助言

・就労支援

③子どもの養育・学習支援及び進路悩み等の相談支援

④自己決定や自己選択による自立支援計画に基づいた自立支援

⑤関係機関等との連絡調整

⑥退戸斤者支援

鉄筋コンクリート造2階建

(延床面積 841.71r6、雰舛也面積 2,391.33 m)

3 現状

(1)平成31年3月1日現在での入所者は、 5世帯12人です。

(2)現在の白菊寮は、台所、浴室、洗濯場が共同使用であり、利用時間が制約さ

れるため、就労などによる生活時間帯の違いへの対応、利用者のプライバシー

確保の課題力証則犬としてあります。

(3)近年の傾向として、それぞれに個別的な専門的支援を必要とする世帯が多く

なっています。特に知的・精神的なケアができる心理療法担当職員の配置や関

与などが望まれるため、当事業団の専門職職員と連携し対応してぃます。
19
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4 実施計画

(1)平成29年度の社会的養護関係施設の第三者三剰西受審結果を受け、平成30
年度{こ行った自己評価で明らかとなった課題を把握し、その改善に取り組む
ようにします。

(2)社会的養護を担う児童福榔極設長研修会及び全国母子生活支援施設職員研
修会等への参加、その他の研修機会を有効に活用することで、職員の資質と処
遇技術の向上に努めます。

(3)定例行事の開催
・月例集会:毎月
防災訓練:毎月1回絲怠合訓練年1回)

.個人指導、保護者、子イ共との面接:随時
、

・子供会、読書会:随時
.学習会;月~金椿休み、夏休み、冬休みはその期間ごとに実掴
・保護者会:学期毎

(4)年間行事等開催予定
4月

5月

進学、進子及懇談会

6月

こどもの日会、母の日会

7月

※入所者健康診断は、年2回四月、 3月)に実施

(5)各種会議
施設運嵩を効率的かつ円滑に行うため、各種会議(職員会議、処遇会議、

関係機関との会議等)を開催します。

(6)地域との交流
施設だけで孤立することがないよう、入所者に対しj御或行事等の盾ま尉是供

を積極的に行い、参加を呼び掛けます。

(フ)施設整備
入寮者の居住環境の充実及び安全管理等を含め施設全体の環境整備に取り

組みます。

保健衛生につぃての勉強会

8月

七夕まつり集会

9月

ふれあい一日

お月・見会

0゛

10月

11月

12月

野外交流

5 人員配置

《担当職員》

寮長、母子支援員、少年指導員兼事務員

得F常勤職員》

少年指導員補助(調理員等)、嘱託医師

1月

クリスマス会、親睦会

2月

鏡開き

3月
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身体障害者福祉センターA型事業

貨室利用者数(個人・団体)

A型訓練数(幽主訓練・スボーツレク等)

(言語謝練)U

A型訓座利用者数

手話通訳件数

障害福祉センターの主な利用状況等の推移,

事

8,036

9,466

297

110

項

地域活動支援センターⅡ型事業利用者数

サオくーター養成研修会参加者数

陣害児等療育支援亊業

等 25年度

外来1こよる療育指蒋件数

おやこ広場利用者数

就学児相談会相談件数

母親カウンセリング利用者数

訪問による療育指導数

施設職員等に対する療育技術指導数

92,307

11,089

228

436

6,322

23

26年度

89,395

10,997

356

402

フ,065

相談支援事業

27年度

相談支援延人数

難聴者・中途失聴者手話謝座参加者数

聴覚障害者生活支援延人数

視覚・1懐覚埀梅陬誓者生活支援延人数

ハートセンター巡回相談名数(旧合併地区)

視覚降吉者りハピリテーション指爵数

90,529

12,484

399

262

6,フ73

13

28年度

(単位:人・件)

5,946

90,279

12,552

300

293

6,516

3,057

44

26

26

53

212

29年度

21

4β37

自立訓練(機能訓1鋤

21844

13

14

12

133

267

就労支援相談(相談、訪問、悩報提供)件数

90,102

12,413

228

357

※2'737

157,468

児童発逐支援センター

5,47フ

231

1,752

49

26

^

107

8,523

8,328

391

111

さくらんぽ圈(単独通園)延出席児数

さくらんぼ圈(親子通園)延出廊児数

19

5,7SO

*H27で事業終了

診療所

5,320

319

286

209

28

416

156,119

1,664

72

J

19

ー'Ff'2吾ヲiゞぢ相。
処話相談に

実施回数

23

151,452

5,086

6,597

415

338

182

12

592

診療セラピストの訓練数

巡回相談件数(発達障審早期発見・支援)

ペアレントトレーニンク延受講者数

1β76

78

14

貞斐援貝め
変吏

療数

389

障害者雇用開拓による雇用啓発件数

フ'343

365

364

161

23

520

62

1,531

354

※

2,819

平成29年度に手話通訳士4人のうち2人が長蛤市配属となったため、件数が半減してぃるもの。

21

6,657

347

371

155

5

704

1,431

62

5,160

2,345

合計(参考)

369

2β93

6,756

339

326

168

6

885

1,435

5,326

1,604

5,288

9,948

373

75

2,761

1,188

5,407

2,557

6,398

10,689

289

99

2,316

154,147

261

1,270

5,907

2,680

フ,583

10,053

288

110

2,298

153,484

263

6,370

2,336
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